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西東京市スポーツセンター施設整備計画の事後評価について 

 

１ 評価対象事業 

西東京市スポーツセンター施設整備計画 

２ 事業概要 

  西東京市スポーツセンター事務室及び会議室の空調設備が不具合により停止していたため、改修工事

を実施した。 

３ 具体的な取組（年度当初予定） 

西東京市スポーツセンターに設置されている事務室及び会議室の空調設備を更新することで、よりよ

い環境でスポーツ施設を利用できる環境を目指す。 

４ 取組成果  

（１）事業決算額・実績値等 

決算額 スポーツセンター空調設備改修工事：3,852,200 円 

実績値等 学校施設環境改善交付金：1,296,000 円 

（２）取組内容 

西東京市スポーツセンターに設置されている事務室及び会議室の空調設備に不具合が発生してい

たことから、空調設備を更新した。 

５ 自己評価  

（１）定量的又は定性的な観点に基づく自己評価 

Ａ 

Ａ…計画・目標どおりに達成できた 

Ｂ…計画・目標の一部が達成できなかった 

Ｃ…達成できず困難な課題がある 

（２）評価理由 

  ア 空調設備の更新により季節に影響されない、スポーツ環境を整備することができた。 

イ 財源確保のために国及び東京都の補助申請業務を適正に行い、スポーツセンターの空調設備を更

新することができた。 

６ 今後の課題・改善点 

（１）国及び東京都と連絡調整を図るとともに、適宜、補助金交付制度を活用して財源確保を行い、施設

の計画的な維持管理に努めていく必要がある。 

（２）効果的、効率的に使用できるように、保守点検を行う必要性がある。 

 


